
 

＜保護者・地域の皆様へ＞ 

～学校の働き方改革へのご理解・ご協力をお願いします～ 

 

日頃より、室戸市の教育活動にご尽力賜り、誠にありがとうございます。 

さて、社会全体で働き方改革が進められている中、室戸市においても学校に

おける働き方改革について取り組んできたところでございますが、依然として、

教員の厳しい勤務実態が改善されているとは言えない状況が続いています。 

 

働き方改革は教育の質を向上させるために必要です。子ども達により良い教

育環境を実現するため、教員自らが生活の質を豊かにして、人間性や創造性を

高め、教育活動を行うことが働き方改革の目的です。 

 

教員が子ども達と向き合うための時間や、授業の質を高めるための時間を確

保できるよう、また教員が心身ともに健康で、やりがいをもって働ける環境づ

くりに今後も取り組んでまいります。 

 

現在の室戸市内全小中学校の統一した取り組みは、教育委員会ホームページ

にて、「室戸市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」で詳細

を掲載しておりますのでご覧ください。 

また、各小中学校が定める取組につきましては、別途学校からお知らせいた

します。 

 

保護者や地域の皆様におかれましては、ご不便をおかけすることもあろうか

と存じますが、なにとぞご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

令和６年５月１日 

室戸市教育委員会 


